
①　いじめ防止の取組 ②　早期発見の取組 ③　いじめへの対処

４月

○職員会議
・基本方針，指導計画の確認
・児童理解打合せ①
○いじめ対策委員会（生徒指導部会）
・基本方針・指導計画の確認・役割分担
・引継ファイルの確認

○学年開き（学年）
・基本方針の徹底
○学級づくり（各担任）
・集団づくり
○学級懇談（各担任）
・保護者への学級経営方針の伝達

○前学年からの引継会
・引継ファイルの活用（個別の指導計画
含む）
○家庭状況調査書の回収（各家庭）
・気になる状況の把握（各担任）
○保護者懇談（各担任）
・保護者からの聞き取り

○発生事案への対処（随時）
○対応手順の共通理解（対策委員会）

５月

○職員会議
・児童理解打合せ②
○いじめ対策委員会（生徒指導部会）
・引継ファイルの記入開始

６月

○学校評議員会
・いじめ問題に関する意見交換
○講演会（参観日）※中止
・人権意識向上に向けての講演※中止
○いじめ対策委員会（定例会）
○いじめ対策委員会（生徒指導部会）

○なかよし週間 ○いじめ(児童意識）の実態把握アンケー
ト
・必要に応じて教育相談
○集団アセスメント（３年以上）の実施

○アンケート結果の検討
・必要に応じて対処（各学年）

７月

○個人懇談
・児童アンケートや教育相談結果，保護
者からの相談希望をもとに行う
○いじめ対策委員会（生徒指導部会）

◯保護者面談

８月

○職員研修
・ネットいじめ，SNSについて
・いじめ防止，早期発見，対処法につい
て
○懇談後の報告会
○いじめ対策委員会（生徒指導部会）

○集団アセスメントの振り返り
・学級経営の見直しと2学期の対策

９月

○いじめ対策委員会（定例会）
○いじめ対策委員会（生徒指導部会）
○職員会議
・運動会取り組み・配慮事項の確認

○スポーツフェスティバルへの取り組み
（各学年）
・表現，リレー，競技における学年として
の集団意識向上

○いじめの実態把握アンケート
・必要に応じて教育相談（生徒指導部）
○担任による教育相談

○アンケート結果の検討
・必要に応じて対処（生徒指導部）

１０月

○いじめ対策委員会（生徒指導部会） ○児童会「いいことみつけ」 ○いじめ(児童意識）の実態把握アンケー
ト
・必要に応じて教育相談

○アンケート結果の検討
・必要に応じて対処（各学年）

１１月

○PTA研修部主催，保護者講演会（未
定）
○いじめ対策委員会（生徒指導部会）

○人権集会（人権教育担当）
○なかよし週間

○集団アセスメントの実施（３年以上）

１２月

○希望懇談
○いじめ対策委員会（生徒指導部会）

○保護者面談

１月

○いじめ対策委員会（生徒指導部会） ○必要に応じてアンケート・教育相談（生
徒指導部）

○必要に応じて対処（生徒指導部）

２月

○学校評議員会
・一年間の取組の反省
・学校評価
○いじめ対策委員会（生徒指導部会）

○なかよし週間

３月

○いじめ対策委員会（定例会）
・取組の検証，基本方針の修正
○いじめ対策委員会（生徒指導部会）
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内容 職員会議，対策委員会　等
学校が実施する取組


